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自己株式の処分に関するお知らせ 

  

 

当社は、平成 19 年 3 月 9日開催の取締役会において、自己株式の処分を行うことを決議いたし

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．処分の目的 

現在、当社はＩＤＥＣ株式会社（東証 1 部、大証１部：コード６６５２）より「制御機器

製品」の提供を受けておりますが、更なる関係強化を図ることを目的として、譲渡するもの

であります。なお、当該自己株式処分による収入金は全額運転資金に充当いたします。 

 

２．処分する株式の内容 

(1) 株式の種類     当社普通株式 

(2) 株式の総数     450,000 株 

(3) 処 分 価 額     １株につき 740 円 

※ 平成 19 年 2 月 26 日から平成 19 年 3 月 8 日までのジャスダック証券取引所における当

社普通株式の終値平均価格（782 円）の 94.63％（円未満切捨）としております。 

(4) 処分価額の総額   333,000,000 円 

(5) 株式の処分先及び株式数 

処 分 先 ： ＩＤＥＣ株式会社 

株 式 数 ： 450,000 株 

 

３．今後の見通し 

(1) 日 程 

平成 19 年 3 月 09 日  当社取締役会決議 

平成 19 年 3 月 10 日  自己株式処分に関する取締役会決議公告（電子公告） 

平成 19 年 3 月 26 日  払込期日 

 



(2) 今回処分後の自己株式数  55,230 株 

但し、平成 19 年 3 月中に発生する単元未満株式の買取り分は見込んでおりません。 

 

(3) 処分する株式の譲渡報告に関する事項等  

当社と処分先との間におきまして、処分する株式について継続保有および預託に関する取

り決めはありませんが、処分株式の発行から２年以内に当該株式の全部または一部を譲渡し

た場合には直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数等の内容を当社に書面にて

報告することの確約を得る予定であります。  

 

４．処分先の概要 

(1) 商 号    ＩＤＥＣ株式会社（東証 1部、大証１部：コード６６５２） 

(2) 本店所在地    大阪府大阪市淀川区西宮原 1丁目 7番 31 号 

(3) 代 表 者    代表取締役会長兼社長  舩木 俊之 

(4) 設 立 年 月    1947 年 3 月 

(5) 資本金の額    100 億 5 千 6 百万円（平成 18 年 9 月末日現在） 

(6) 発行済株式の総数  150,000,000 株（2006 年 9 月末日現在） 

(7) 株主数  10,022 名（2006 年 9 月末日現在） 

(8) 大株主及びその所有割合（2006 年 9 月末日現在） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
８．５４％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） ７．４５％ 

舩木 恒雄 ４．１５％ 

株式会社みずほ銀行 ３．４３％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 ２．９４％ 

藤田慎一郎 ２．８４％ 

日本生命保険相互会社 ２．６９％ 

バンクオブニューヨークヨーロッパリミテッド

ルンセンブルグ 131800 
２．２０％ 

藤田 慶二郎 ２．０１％ 

藤田 俊弘 １．１０％ 

 

(9) 主 な 事 業    制御機器製品、制御装置及びＦＡシステム製品、制御用周辺機器製品、

防爆・防災関連製品、その他の電気機械器具の製造、販売 

(10)売上高（連結） 平成 16 年 3 月期  26,321 百万円 

平成 17 年 3 月期  29,626 百万円 

平成 18 年 3 月期  31,377 百万円 

(11)当社との関係  同社と「制御機器製品」を取引しております。 

なお、資本関係、人的関係はありません。 

以 上 


